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びわこ学院大学　
福祉リスクマネジメント研究所
烏野猛
介護事故や虐待防止、カスタマーハラスメント等へのリスク管理

１　介護事故、虐待、ハラスメント　根はすべて同じ
· 事故そのものが怖いわけではなく、事故を家族等に説明した際の反応に恐れているだけ…

＜問題提起＞
・　2026年度からは保護者の就労要件を問わない「こども誰でも通園制度」がスタート
・人手不足から、隙間バイトの「タイミー」花盛りな中、親の面倒見や育児は誰の責任な
のか?　家族は一切責任を問われず、クレーマーばかりな環境の中、辞めていく職員…
・介護、障害、看護領域での「意思決定支援」　…一見平和に見える緩い世の中ならでは
・「（是違反での）可能な限りの延命と、十分過ぎるほどの手厚い介護」…いつまで続くことやら

＜結論＞
☑　転倒・転落、誤嚥　　…　　「事故」ではなく、「疾病（老年症候群）」
☑　（裁判になった場合）　やってみないと分からない　　裁判官次第

☑　転倒・転落のポイント　
　①　いつ　（発生時刻か?　発見時刻か?　）
　②　どこで　（場所、ケアプラン第2表「実施するサービス内容」での見守り、
ヒヤリハットからの予見可能性　過失認定）
　③　事故後の対応　（救急車を呼ぶタイミング）　…「期待権の侵害」

☑　誤嚥のポイント
　①　食材・形態　（餅・ドーナツ・ゼリー、粥、刻み、常食…）
　②　提供方法　（職員による介助方法や、ケアプラン第2表の見守り等）
　③　事故後の対応（介護職・医療職、救急車を呼ぶタイミング、救命措置までの時間）
· 事故は、些細なことで起きる（転倒・転落、誤嚥等　　…特別なシーンではない!!!）
· 気づきや、余裕、申し送りの言葉、全体を見ることができれば回避できたはず…
· 100点以上を求められるシーンと、40点でも許されるシーンとに分けて
…メリハリをつける場所とタイミングを間違わない!!

· 皆さんが約束している、「ケアプラン第2表」の「実施するサービス内容」が鍵…!!!

[　争点の整理と留意点　]
…過去5年間における判例の争点

[転倒・転落事故の場合の争点と記載注意項目]
死因　…　転倒・転落との因果関係
　　結果、大腿部頸部骨折や圧迫骨折等による寝たきりによって、肺炎を併発

法人ならび介護スタッフの過失　…　
「『ヒヤリ・ハッと』からみた過失の有無」
「ケアプランと実施された介護記録との整合性」
「リスクマネジメントに対する職員教育(年間の研修計画等)」
「病院への搬送(期待権の侵害)」
「監督的立場(上司)にある者に対する指導義務」
「適切な人員配置」　
「センサーマットを設置する義務」



[誤嚥事故の場合の争点と記載注意項目]
死因　…既往歴から、食事中に食事を詰まらせたことによる誤嚥なのか、それとも利用者の持病であった心筋梗塞または脳梗塞によって意識がなくなり、それに伴って吐き戻しの誤嚥を原因とするものなのか。

法人ならび介護スタッフの過失　…
「『ヒヤリハッと』からみた過失の有無」
「ケアプランと実施された介護記録との整合性」
「誤嚥等の緊急時における職員教育」
「食事介助中の介助者の立ち位置、見守りを含めた観察」
「誤嚥後の救命措置の方法」
「病院への搬送(期待権の侵害)」
「AEDの設置、操作手順」
「監督的立場(上司)にある者に対する指導義務」
「適切な人員配置」









☑　身元引受人を含めた家族が施設等に到着（電話対応含め）し、夜勤中に起きた事故の
説明を聞くのは、事故の当事者である夜勤者ではない…
☑　家族に説明をすることになる相談員や施設ケアマネ、事務長や施設長が、事故当事者
である夜勤者から必要な情報を、それも十分に申し送られていないと…
☑　家族からの主張や言い分をある程度予測し、誤解も含め炎上させない仕掛けが必要…


【再び確認です…!!!】
転倒・転落のポイント　
　①　いつ　（発生時刻か?　発見時刻か?　）
　②　どこで　（場所、ケアプラン第2表「実施するサービス内容」での見守り、
ヒヤリハットからの予見可能性　過失認定）
　③　事故後の対応　（救急車を呼ぶタイミング）　…「期待権の侵害」

☑　誤嚥のポイント
　①　食材・形態　（餅・ドーナツ・ゼリー、粥、刻み、常食…）
　②　提供方法　（職員による介助方法や、ケアプラン第2表の見守り等）
　③　事故後の対応（介護職・医療職、救急車を呼ぶタイミング、救命措置までの時間）




おわりに
☑　事故は必ず起こる…!!!　　「オムツ、ゼロ」とはわけが違う

☑　すべては「結果論」　（介護事故も、災害も…）

☑　「どこまでのリスクを負って、良しとするのか…」

☑　それを同僚含め、利用者家族にも、どう説明し、理解してもらえるか?

☑　何を言っても分かってくれない人はいる。
だから、第三者にジャッジしてもらう際に有利な状況を作っておく。
リスクヘッジをかける
☑　警察等、他の機関に委ねる…
（皆さんがやるべき仕事と、そうでない仕事を分けてください。場合によっては、警察へ「被害届を提出」する!!!）


　転倒・転落、誤嚥は、事故ではなく、疾病である!!!


[　責任をめぐる確認　]
場面設定　…　認知症高齢者が介護施設を利用する場合の法的構成について
●定義　精神保健福祉法---------------------------------------------------------
第5条　この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。（定義）
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場面ごとに考えられる事故のリスクとその対応（例）

	場面
	注意点(声かけ部分)
	リスク(初動対応等)

	食事
	・食札の位置は間違っていないか?　
・食札通りか?　
・見守りルールは適切か?　 
	[　誤嚥　]
・誤嚥の原因
(食べ物による窒息?　脳梗塞等による吐き戻しによる気管への逆流による窒息?)
・救急車を呼ぶタイミング(期待権の侵害)
・身元引受人への連絡の手順や説明等
・すぐに謝罪する
・ケアプラン第2表との整合性
・過去のヒヤリ・ハッとの整理

	入浴
移動
	・見守りルールは適切か?　
・ケガ、傷の部分の確認
	[　転倒・転落　]
・見守りの適切性
・転倒、転落の原因
・救急車を呼ぶタイミング(期待権の侵害)
・身元引受人への連絡の手順や説明等
・すぐに謝罪する
・ケアプラン第2表との整合性
・過去のヒヤリ・ハッとの整理

	排泄
	・介助のタイミングは適切か?
・何時間ごとの介助か?
・申し出に対するものか?
・骨折　（寝たきりの場合、骨折はしない）　…転倒・転落しないため
	転倒・転落、虐待(骨折が疑われる場合)
・見守りの適切性
・救急車を呼ぶタイミング(期待権の侵害)
・身元引受人への連絡の手順や説明等
・すぐに謝罪する
・ケアプラン第2表との整合性
・過去のヒヤリ・ハッとの整理

	移乗
送迎等
	・介助する人数は適切か?
・皮膚剥離等の確認は? 
	虐待(何故か分からないが、擦り剝いている場合)
・入浴時等での身体面のチェック
・身元引受人への説明等
・いつから、擦り剝いている状態なのか




☑　誠意みせろ　　　　脅迫罪　　　　刑法222　（金銭目的ではなく、危険行為の予告）
☑　土下座しろ　　　　強要罪　　　　刑法223
☑　大声出す、机叩く　威力業務妨害　刑法234
☑　金だせ　　　　　　恐喝罪　　　　刑法250　（目的は金銭）
☑　居座る　　　　　　不退去罪　　　刑法130 





２　虐待防止、カスタマー含めたハラスメント
なぜ、虐待してしまうのか…　虐待の原因と背景

虐待調査の発生要因　
（「高齢者虐待の実態把握等のための調査研究事業」厚労省令和6年3月）

№1「教育・知識・介護技術などの不足」　…　認知症等研修　56％
　　№2「職員のストレスや感情コントロールの問題」　23％…　ここが問題!!!
№3「組織風土、職員間の関係の悪さ、管理体制」　22.5％　…これも!


虐待案件が発生すると…

＜職場含めた環境＞
· 　（不必要な人数の）制服での警察官がどっと、やってくることへの動揺
（…通報から30分以内に警察官がやってくる）
· 　職員も、そして利用者も動揺する　（見かけた地域住民から地域も動揺）
· 　外部からの無責任なメールや電話　SNSによる犯人探しや誹謗中傷
· 　新聞の掲載、報道による風評リスクが増大
· 　上責者の処分含め

＜当人及び家族＞
●　加害者本人も、逮捕、起訴、ネット上で名前が出ればすべて失う
●　逮捕されると、3日間の留置場（場合によっては拘置所）送りとなり、検察
の請求で裁判所が認めれば、最長20日間の留置
· 名前が出れば、「忘れ去られる権利」はもうない。配偶者、子、親、親戚、
地域のなかで、もうそこには住めなくなる
· ネット上に名前と罪状が載れば、再就職はまず不可能…

その後の混乱…

・「この程度の事（虐待）は、他の職員もやってる…!!!」　という仲間意識の崩壊

・「誰が密告したんや…!!!」　という疑心暗鬼

・「（周りが）いつか、こうなると思った…!!!」　というある意味での無責任





問題提起…

☑　何が虐待にあたるのか…?
　
☑　どういう場合に、「これって、虐待じゃない???」と言い難いのか…?

☑　「－この人には、言い難いな…」という雰囲気をなくすには…? 

☑　何がハラスメントにあたるのか…?  
☑　何が介護事故にあたり、何がヒヤリハットにあたるのか…?

…　施設ごと、フロアごとでの「合意形成」が非常に大事…!!!　

―　行政指導上の注意点　―

①　1対1　OR　1対複数の職員　か…?　

②　（過去に行政指導があって以降も）繰り返されていたか…?　
　…　同一職員による行為か…?　６ヶ月前程度の「事故報」「ヒヤリハット報」

③　行政への届出の有無、隠蔽的体質が組織的にあったか…?

④　研修の計画と実績…?　コメント等の記載による研修受講の確実性
（開催回数だけではなく、研修資料、出席率、計画通りか、事後レポート、欠席者への対応等）



· 難しい対応、イライラする対応が重なると、次に虐待行為を起こす可能性が高い!!!　
…　でも、本当にそれだけなんだろうか…???

…利用者にはとても優しい、利用者ファースト　でも、職員には…???








特別監査等で求められる資料一覧　（例）


利用者にかかる書類]
・受給者証（介護保険証）またはその写し
・契約書原本
・重要事項説明書
・個別支援計画（ケアプラン第1、2表含む）
・ケース記録（最低でも過去6ヶ月程度分の）

[従業員に係る書類]
・出勤簿・タイムカード
・辞令書（入職した際の誓約書も）
・賃金の支払いに関する書類
・資格を持つ従業員の資格登録証等

[運営に係る書類]
・運営規程
・給与規程
・服務規程
・ケース検討会議・職員会議の記録（カンファレンス等も含む）
・職員研修結果の記録（数年間の計画と実績、個別の感想文なりレポート等）
・苦情申出書
・事故報告書（ヒヤリハット報告書も含む）


最近の虐待事例と行政処分
2024.4.22
滋賀県野洲市の特別養護老人ホームで、職員から利用者に顔や腕をたたくなどの虐待があったにもかかわらず、その事実を隠ぺいしていたとして、県は
新規利用者の受け入れを１年間停止する処分を行いました。
県が処分を行ったのは、野洲市にある特別養護老人ホーム「野洲篠原すみれ園」と同じ敷地内にある短期入所生活介護事業所です。
①　顔や腕をたたくなどの身体的虐待
②　利用者が介護を求めても「あなたの体が悪いから」と暴言を吐いて介護をし
ない心理的虐待など、３人の職員によるあわせて１５件（12人の利用者に対
し）の虐待行為が確認
③　老人ホームの前の施設長はこれらの虐待行為を市に報告せず、職員たちに利
用者の家族に「事故でけがをした」と嘘の説明をさせて隠ぺい
県は、
①　市の行政指導のあとも虐待行為が続いていたこと
1 　それを前の施設長が組織的に隠ぺいしていた
１年間、新規利用者の受入停止する処分


３　ハラスメトとリスク管理　（カスタマー含む）

　―そもそも、ハラスメントとは…?―＜事業主の義務とされるハラスメントの4種＞
・パワハラ　
・セクハラ　　
----------------------------
・マタハラ（妊娠・出産等女性に対し）
・パタハラ（育児、介護休業等男性に対し）
…　損得感情、意識の問題
●人は、頑張った人への報償より、「頑張らなかった人が少なくても報償を頂戴する」ことにイラつく…
※　「意識を変える」という試みと、「制度的・補償的支援」からの試みと

…　三井住友海上保険「育休職場応援手当＜祝い金＞」（2023年度から実施）
13人以下の会社　3ヶ月以上の育休者　10万円/人（3ヶ月未満…3万円）
41人以上の会社　3ヶ月未満の場合で、最低3,000円～
· 相手がそう感じたら、それはセクハラであり、パワハラである　…法に馴染まない
　
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(令和7年4月施行)によると、
第2条(定義)　
四　著しい迷惑行為　暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう。
五　カスタマー・ハラスメント　顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。

改正労働施策総合推進法が、この6/4に参議院通過　　2026年中の施行に向けて
「社会通念上の許容範囲を超えた言動によって、労働者の就業環境が害されること」定義
　　
Q　何をもって、著しい迷惑行為、暴行、脅迫…というのか?　
· …就業環境が害される、というのがポイントだが、就業院の受け止め方等によって、害されたと認識する度合いが異なる…

A　職場内での合意形成が大事

義務化となったBCP（事業継続計画）のブラッシュアップのそのポイント

4　自然災害からみたリスク管理
―有事における働き方について、職員を守り、職員を活かすことが試される―
・2025年5月28日に可決され改正となった防災対策基本法では、被災者宅・車中泊へ「福祉サービスの提供」が明文化された…具体的に、どう被災者宅や、車中泊している被災者の元へ、福祉サービスの提供を行うのか…


（能登半島地震）あの時、あの時間に、同じ程度の地震に見舞われていたと仮定したら…
二次避難所（福祉避難所）という考え方の撤廃　「個別避難計画」の作成が、市町村の努力義務に
気象庁は午前8時前、●県北部に昼過ぎから夜のはじめまで、線状降水帯が発生、大雨災害の危険度が急激に高まる、と報道。

＜選択として＞　　（例えば通所介護や訪問系サービスであれば…）
お休み　　・完全にサービスを中止（ひょっしたら空振り…　収益減…）
実施する　・やるものの、昼前までに昼過ぎからの運営を判断
　　　　　 ・返せる利用者と帰せない利用者を判断（帰せない利用者に対しては、どうする? ）
　　　　 　・上層階がある施設であれば、ショートステイ等での対応（利用者負担は? ）
　　　　　 ・平屋の事業所であれば、他施設連携での連携施設へ避難（避難できるか? ）
※　昨今の線状降水帯等による豪雨は、15～20分程度の集中豪雨　避難や考える時間さえ与えない…

BCP（事業継続計画）の想定範囲　（大規模災害を想定しているわけではない…）
被災程度を「大・中・小で分けた場合」
「大」　…　県をまたぐ広域な被災　　　…　DWAT発動
「中」　…　県単位程度の被災　　　　　…　各支部等各ブロックによる相互応援体制で
「小」　…　局地的なエリア内での被災　…　BCPによる他施設連携体制で

[想定]
Q　今日の深夜（夜勤帯）に、3日程度の停電・断水が想定される自然災害の来襲を受けたとし
たら…　　それでも1週間から10日間、事業を継続できますか?　
…　この想定の倍　つまり20日間（3週間）を耐えるとすると…






判断基準　…「BCP発動基準」
· 行政からの「避難指示」や「緊急安全確保」等が発令されないということを大前提に
· 2021年7月の熱海市土砂災害では、「大雨警報」が発令され「土砂災害警戒情報」が出されていたものの、「避難指示」を見送った経緯が…
体　制


			対応要員

活動内容


高齢者等避難

体制確立の判断時期


	(例)いずれかに該当すれば
警戒レベル3
・大雨注意報（雨）
・洪水注意報（川）
・氾濫　警戒　情報（川）
[沿岸部]
・津波注意報（海）





	
・防災担当職員他
（他には、誰が…?）




[bookmark: _Hlk502679828][bookmark: _Hlk502679829][bookmark: _Hlk502679833][bookmark: _Hlk502679834]
・利用者名簿（優先順位確認）
・職員数確保の把握
・気象情報等の情報収集
・数時間後の危険レベル等も含め











	
	(例)いずれかに該当すれば
警戒レベル4
・記録的短時間大雨情報発令
・線状降水帯の発生
・大雨警報　（↑雨）
・土砂災害警戒情報（山）
（大雨警報発令中が前提）
・氾濫　危険　情報（川）
・氾濫　危険　水位（川）
・洪水警報（川）
[沿岸部]
・津波警報（海）・高潮警報（海）










	（全員）避難指示


	
		
[bookmark: _Hlk77321624]・管理者他
（他には、誰が…?）


・気象情報等の情報収集
・避難場所への避難誘導
・使用する可能性が高い蓄電器等の準備
・利用者家族への事前連絡
・職員含め人数確認
・地域住民への協力要請










緊急安全確保
(例)いずれかに該当すれば
警戒レベル5
・大雨特別警報（雨）
・氾濫　発生　情報（川）

[沿岸部]
・大津波警報（海）








・管理者他
（他には、誰が…?）
・強制参集職員他

・垂直避難
・浸水が考えられるなら、土嚢を敷く等の作業の後、電源の喪失前に、上階へ避難する
・スペースの確認、変更と、職員の加配等を済ませ、蓄電池等で電源を確保する。
・防災備蓄品の確認
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[施設系]に求められる対応
…施設周辺の被災想定を頭に入れておく（避難経路図含め）
[避難経路図]　―作成の際の留意点―
※　市町村が発表しているハザードマップを参考に、当該施設の地図を張り付け、避難経路を2～
3パターン作成。とくに大雨に伴う河川氾濫の場合、想定される浸水域の予測が非常に難しいた
め、複数の経路を用意。
□　「線状降水帯」の発生を視野に、ハザードマップ上、浸水リスクが少ない場合であっ
たとしても、膝50㎝程度の浸水想定を前提に!!!　
グーグルマップで3Dをかけての高低差も考慮に（とくに山裾の事業所）
（国交省「重ねるハザードマップ」　ハザードマップ・ポータルサイトから）。
国交省「川の防災情報」　　気象庁「キキクル」は、秀逸!!!　

●　「住まいの地盤診断サービス」（こくみん共済）から液状化を確認

※　2021年5月20日災害対策基本法の改正を受け、「一次避難所」「二次避難所」等の違いがな
くなったことから、福祉避難所である場合、地域住民との調整が必要になる。
※「Googleマップとエクセルの連動」　それと「重ねるハザードマップ」とをオーバーラップさせ、
可視化しBCPを実効性のあるものに。
※　2階以上の建物である施設の場合、大前提として避難ではなく籠城型が最適な考え方である
と思っているが、放射能汚染、近隣の大火（林野火災）などの場合には避難しか選択肢はない。

[通所系]に求められる対応
· 「早めに店閉いをするタイミング」　…　BCP発動基準　
…「防災」という視点の難しさ
· 「帰してもいい利用者と、帰してはいけない利用者の選別」
…「施設との連携協定」では???

[訪問系]に求められる対応
· 「8割の利用者を切り捨てる」
…見殺しにする、という意味ではない　2割の利用者をどう生かすのか?　という視点
· 地域の訪問系、居宅系が、施設へ「他施設との連携」ということで連携協定書の締結で伺いを立ててくることが予想できる　
· 施設側は、「ショートやデイを1回でも利用している在宅の利用者が優先」
…服薬含めた既往歴、嚥下状況が分かっていないと、わかった時には亡くなっていることが




[訓練等]　　厚労省BCPひな形に沿って
· これまでの「避難訓練」の見直し　…夜間(夜勤帯)に遭遇することを念頭に
· 上記に＋αとして、以下の視点を!!!　
4　他施設との連携
　4-1　連携体制の構築
　　　・他施設、他法人等、連携先との協議　

・「連携協定書の締結」…1法人1施設の場合と、1法人多施設の場合とでは異なる!!

　4-2　連携対応（体制）　　…「連携協定に基づき」
　　　・優先順位
　　　・入所者、利用者情報の共有のための整理
　　　・共同訓練
------------------------------------------------------------
□　一法人多施設の場合、一法人一施設の場合　連携先が異なる? 

連携できる「条件」とは‥?　（地理的リスクが同じと考えられる場合‥）
●　距離　　　　　　　　　　…「重ねるハザードマップ」等活用する　
　　　●　道路　（寸断・不通）　　…「重ねるハザードマップ」等活用する
　　　●　構造　（平屋・上層階　、　多床室・ユニット）
　　
（同一法人多施設の場合、上記の「条件づけ」、マッチング化は、しやすい）

[bookmark: _Hlk143498057]□　（同業種との連携を前提とした場合）
□　自事業所の地理的リスクの把握
□　得手不得手（できること・できないこと）の判別
（例）　・　1階平屋にある、またそこに併設している通所（デイ・作業所）の場合
　
→　2階以上の建物である事業所との連携
→　「ユニット」か「多床室」かでも連携の仕方は異なる　（多床室が優位）
□　優先順位の確定　
　　　　→　連携先でそれが可能か?　否か?　
□　車両や人手の問題　（利用者だけか?　職員も同伴か?）

· 最終的には10日以上の「籠城」に耐えることができるか、どうかの備えが!!!







[bookmark: _Hlk146707107][bookmark: _Hlk162343144]●●荘と〇〇園における
事業継続計画（BCP）連携協定締結書（例）

(目的)
第１条　本協定は、自然災害や感染症等の有事に際し、利用者と職員の保護のため、互いの施設（事業所）が、より円滑に連携及び対応が図られるよう、最低限必要な事項を確認し合うものである。

(避難及び応援内容)
第２条　自然災害や感染症等の有事により、被災施設や事業所で利用者の安全を図ることが困難であり、避難の必要性が高いと判断した場合は、協定施設や事業所において必要数の利用者を受け入れるものとする。
２　被災施設や事業所から緊急に人的及び物的支援の申し出があった場合は、出来る限りの応援を行う。

(避難受け入れ要請)
第３条　当該施設や事業所は、災害が予想され応援が必要と判断した場合、応援施設や事業所へ使用できるあらゆる手段により状況を報告し応援を要請するものとする。
　※現在は、情報伝達ツールが様々であるため初動の連絡を双方で決めておくことが重要。

(特定個人情報等の取り扱い)
第4条　利用者の受け入れに際し、利用者個々の個人情報（家族構成、服薬状況そのた介助に関する必要な情報等）については、本協定書の交付により守秘義務の締結を行ったものとする。
2　同行する職員の個人情報についても、上項と同様とする。
　※事前に顔出しNGの入居者や㊙の情報があるため撮影等も確認しながら進めるのが望ましい。

(費用負担)
第5条　被災施設や事業所の避難に係る場所の提供は無償とする。
2　食事、給水及び生活必需品の支援に係る費用については、主として応援施設や事業所側の負担とする。
3　車両並びに運転手等の提供に係る費用については、主として応援施設や事業所側の負担で行う。
4　その他、被災施設や事業所から要請があった物については、主として被災施設や事業所側の負担とする。
　※経費の負担区分についてはトラブルの原因になるのであらかじめ決めておくのが望ましい。

(協定の検証及び見直し)
[bookmark: _Hlk146722522]第６条　この協定は、必要に応じて検証し随時見直しができるものとする。
　※災害発生後等に必ず検証し双方で見直しを行うのが望ましい。

(調整)
第７条　相互の連携のため協定施設や事業所間においては、有事の際、可能な限りあらゆる連絡手段を試み、情報交換を行いながら、柔軟に相互の連携を図るものとし、この協定に定めのない事項は協議し定めるものとする。

(協定の期間)
第８条　この協定は、適用の日から効力を有し、双方から申し出が無い場合は継続するものとする。
　※協定の自動継続について記載しておく。

(附則)
この協定は２０２〇年●月●日から適用する。
この協定の締結を証するため、協定書には、〇〇園と〇〇荘の施設長や事業所の管理者が記名押印し、２通を作成し、各１通を保有し保管するものとする。



2025年〇月〇〇日

〇●ホーム　〇〇荘　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　荘長　〇　〇　〇　〇　　　　㊞

〇●ホーム　〇〇園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設長　〇　〇　〇　〇　　　㊞




[image: ]

施設内・事業所内での「避難訓練」の方法
例　…　BCP発動基準については、以下の通り　（より詳細は「避難訓練シナリオ」参照）
· 地震による停電・断水
· 水害による土砂災害や浸水

施設サービス
・一階平屋　　　→　BCP発動の基準の明確化
→　より安全と思われる部屋なりスペースへ　どこへ
　　　　　　　　→　早めの移動（避難）　ルートは?
　　　　　　　　→　他施設へ避難　（利用者3～5名をリフト車輛で避難）

・二階建以上　　→　籠城する　
（1～2日の籠城が可能なだけの、何が、どこに、どれだけあるのか?）
　　　　　　　　→　上層階へ避難　（エレベータが使用できない　どうやって?）
　　　　　　　　→　避難訓練　（火災も含め、利用者3～5名をリフト車輛で避難
· 具体的な避難訓練については、「避難訓練シナリオ」を参照（1～4頁）　

在宅サービス
…市町の「個別避難計画」の作成の進捗程度にもよる
・訪問系　　　　→　利用者が自宅で1日留まり続けることができるか?　
（必要な備蓄品の、何が、どこに、どれだけあるのか?）
　　　　　　　　→　2日目、避難するにも、誰が、どこに、どうやって?
　　　　　　　　→　避難する連携する施設は?
· 具体的な避難訓練については、「避難訓練シナリオ」を参照（5～9頁）

ちなみに減算額は…（施設系3％減、在宅系1％減）
・100床の特養であるとして、利用者全員に対し減算となるので、利用者1人当たり8,000円/日の介護報酬として、8,000円×100人×0.03　＝　24,000円/日
・24,000円/日　　72万/月　　…　　864万の減算/年
※　現在、特養の要介護度4、5は全体の7割以上　
※　要介護度4として加算をモリモリ　8,500円以上/日　ユニットならもっと…　
　…約1,000万減算/年　（優秀な職員2人分 !!!）　　
…　これは、虐待に対する体制整備の不備にかかる減算も同様

（事故当時者である夜勤者へ）
早出・日勤スタッフが事故当事者から聞いておかなければいけないこと
（家族対応をしやすい様に）

上責の者が、事故に遭遇・発生させた職員に対して水を向けてやる


「事故報告書」はいつまでに…?


身元引受人への連絡と同じ内容を・発見時刻（「発生」時刻も推測をしておくこと）


　　発見時刻（「発生」時刻も推測をしておくこと）


　　事故発見時の状況（原因については、協議すること）


　　救急車を呼んだ時刻（119番に連絡した時刻）


　　事故発生から救急隊が駆けつけるまでの処置や対応


　　搬送先の病院名


　　「後日説明する」との約束（身元引受人と）
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image1.emf
　事故報告書　（事業者→○○市（町村））

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐第1報 ☐ 第 報 ☐最終報告 提出日：西暦　　年　　月　　日

事故状況の程度

☐ ☐

入院

☐

死亡

☐

その他（ ）

死亡に至った場合

死亡年月日

西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名

事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別：

☐

男性

☐

女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日

保険者

住所

☐

事業所所在地と同じ

☐

その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐

居室（個室）

☐

居室（多床室）

☐

トイレ

☐

廊下

☐

食堂等共用部

☐

浴室・脱衣室

☐

機能訓練室

☐

施設敷地内の建物外

☐

敷地外

☐

☐

転倒

☐

異食

☐

不明

☐

転落

☐

誤薬、与薬もれ等

☐

その他（ ）

☐

誤嚥・窒息

☐

医療処置関連（チューブ抜去等）

発生時状況、事故内容

の詳細

その他

特記すべき事項

発生時の対応

受診方法

☐

施設内の医師
(配置医含む)が対応

☐

受診

(外来･往診)

☐

救急搬送

☐

その他（ ）

受診先

診断名

☐

切傷・擦過傷

☐

打撲・捻挫・脱臼

☐

骨折(部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

☐

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査、処置等の概要

利用者の状況

☐

配偶者

☐

子、子の配偶者

☐

その他（ ）

西暦 年 月 日

☐

他の自治体

☐

警察

☐

その他

自治体名（ ）

警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等

への追加対応予定



1事故

状況



2

事

業

所

の

概

要



所在地



受診(外来･往診)、自施設で応急処

置



3

対

象

者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者

日常生活自立度



4

事

故

の

概

要

発生場所

事故の種別



その他（　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先（電話番号）



6

事

故

発

生

後

の

状

況



家族等への報告

5

事

故

発

生

時

の

対

応



医療機関名



診断内容

9 その他

特記すべき事項



報告した家族等の

続柄

連絡した関係機関

(連絡した場合のみ)

7 事故の原因分析

（本人要因、職員要因、環境要因の分

析）

（できるだけ具体的に記載すること）



8 再発防止策

（手順変更、環境変更、その他の対応、

再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）



報告年月日
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